
２ 令和６年地下水採取状況
について
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地下水採取状況について

・本県では、「群馬県の生活環境を保全する条例」に基づき、

次のとおり届出区域を指定し、揚水特定施設（※）を設置する際の

届出を義務づけている。

※動力を用いて地下水を採取する施設であって、

揚水機の吐出口の断面積が１９㎠を超える施設

（農業用に供される施設であって、ストレーナーの位置が５０m以浅のものを除く）

・揚水特定施設の設置者には、年１回、

月ごとの地下水採取量の報告を義務づけている。

（補足資料２－１①、２－１②）

《届出地域》
前橋市（旧大胡町、旧粕川村、旧宮城村及び旧富士見村の区域を除く）
高崎市（旧群馬町、旧箕郷町、旧倉渕村、旧新町、旧榛名町及び旧吉井町の区域を除く）
伊勢崎市（旧赤堀町の区域を除く）、太田市、館林市、佐波郡及び邑楽郡の区域

（１）条例による地下水採取量報告
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地下水採取状況について

令和６年単年度沈下量図と
令和６年単位面積あたりの採取量



地下水採取状況について

・各揚水特定施設の設置者あてに

採取量の定期報告を求める際には、

節水を啓発するためのパンフレット

を同封する。

・工業用水道の給水区域内で

揚水特定施設の設置の相談があった

際には、工業用水道を案内する。

（２）節水の啓発パンフレット
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・伊勢崎・佐波地域、前橋・高崎地域で地下水採取量が多い。
・全体的に減少傾向。
・保全地域のみ横ばいで推移している。

地下水採取状況について

（３）地域別・用途別地下水採取量
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H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
保全地域 31 29 27 28 29 30 30 31 29 30 30 30 29 30 29 29 30 31 31 31 30 30 28 28
観測地域 38 37 33 34 33 32 32 31 28 29 29 29 29 28 26 27 26 26 26 24 22 22 21 20
伊勢崎・佐波 50 43 46 45 49 49 48 47 41 42 42 43 43 43 40 38 40 39 37 36 36 35 33 36
前橋・高崎 52 44 48 48 45 44 44 40 38 41 40 42 42 40 37 35 38 37 34 34 36 33 34 34
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・過去24年間で、水道用水の地下水採取量は41％程度減少している。
・他はおおむね横ばいで推移している。

地下水採取状況について

（３）地域別・用途別地下水採取量
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H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
水道用水 105 97 93 91 93 89 90 87 81 85 85 84 83 79 77 76 77 77 73 72 70 68 65 62
工業用水 56 49 54 56 56 58 56 53 48 51 50 53 53 53 49 46 51 50 48 46 49 46 44 48
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用途別地下水採取量の経年変化

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
ビル用水 7 6 7 7 6 6 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 6
農業用水 1 1 1 1 1 3 3 4 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
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・採取量が一番多くなっているのは７月。

地下水採取状況について

（３）令和６年 年間地下水採取量
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地下水採取状況について

（３）令和６年 年間地下水採取量
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